
 
平成１９年５月２３日 

 
近畿日本鉄道株式会社 

 
伊賀線の事業形態の変更に伴う 

第一種鉄道事業廃止繰上届出書および第三種鉄道事業許可申請書の提出について 
 
当社は、伊賀線（伊賀上野・伊賀神戸間１６．６km）の運営を継続していくため、当社が
第三種鉄道事業者となり、運営を伊賀鉄道株式会社（第二種鉄道事業者）に委ねる、いわゆる

上下分離方式で輸送を担っていくという事業形態への変更を予定しております。その一環とし

て、平成２０年３月２７日を廃止予定日とする同線の第一種鉄道事業廃止届出書を既に国土交

通大臣に提出（平成１９年３月２６日）しておりますが、このほど、関係地方公共団体および

利害関係人の意見聴取（平成１９年４月２６日）が行われ、国土交通大臣より廃止予定日を平

成１９年１０月１日に繰り上げたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認める通知

を受けました。 
これを受け、平成１９年１０月１日の事業形態の変更に向け、本日、国土交通大臣に第一種

鉄道事業の廃止繰上届出書を提出するとともに、同線の第三種鉄道事業許可申請を行いました。 
なお、同日付で、伊賀鉄道株式会社からは同線の第二種鉄道事業許可申請を行っております。 

 
   注）第一種鉄道事業者：自社線路により鉄道事業を営む者 
     第二種鉄道事業者：第三者の線路を使用して鉄道事業を営む者 
     第三種鉄道事業者：線路を所有し第二種鉄道事業者に当該線路を使用させる者 

以 上 
＜参考＞ 
伊賀線の概要（平成１７年度） 
（１）区間    伊賀上野駅～伊賀神戸駅間 １６．６ｋｍ（単線） 
（２）駅数    １４駅 
（３）軌間    １．０６７ｍ（狭軌） 
（４）車両数   １２両 
（５）運転方式  ワンマン運転 
（６）輸送人員  約２３０万人／年 
（７）輸送密度  ３，９１２人／日・ｋｍ 
（８）経常損益 △４３２百万円  
 


